
東京都市計画地区計画の決定（原案） 

都市計画虎ノ門・麻布台地区地区計画を次のように決定する。 

名  称 虎ノ門・麻布台地区地区計画 

位  置 港区虎ノ門五丁目、麻布台一丁目及び六本木三丁目各地内 

面  積 約１０．９ｈａ 

地区計画の目標 

本地区は、桜田通り、放射第１号線及び外苑東通りなどの幹線道路に接し、地下鉄日比谷線神谷町駅や南北線六本木一丁目駅が近

接するなど、高い交通利便性を有するとともに、周辺には外資系企業や大使館が立地するなど、国際性豊かな地区である。 

国家戦略特別区域に関する区域方針では、目標として、「２０２０年開催の東京オリンピック・パラリンピックも視野に、世界で

一番ビジネスのしやすい環境を整備することにより、世界から資金・人材・企業等を集める国際的ビジネス拠点を形成する」ことが

示されている。 

また本地区は、都市再生特別措置法に基づく整備計画において、「街区再編や大規模な土地利用転換など、今後見込まれる複数の

都市開発の推進により、業務、商業、住宅、医療、教育、宿泊、文化機能を備えた外国人にとっても暮らしやすい生活環境を整備す

るとともに、国内外の企業や人々の交流、新たなビジネスの創出・企業の集積を推進し、国際的なビジネス・交流拠点と誰もが住み

続けられる生活都心の形成を図る」ことや、「誰もが安全・安心に利用できる歩行者ネットワークを整備し、地区間や公共交通など

へのアクセス・利便性の向上を図る」ことが示されている。 

さらに、港区が定める「六本木・虎ノ門地区まちづくりガイドライン」では、「住み続けられる居住環境の整備、にぎわいや活気

を生み出す業務・商業施設の整備による魅力的な市街地形成」や「高低差のある複雑な地形を考慮した利便性の高い道路ネットワー

クや快適な歩行者ネットワークの充実」、「まとまったオープンスペースの確保や急傾斜地での安全対策による防災機能の向上」、「神

社や斜面地の緑地を保全・活用しながらの一体的なうるおいある緑化空間の整備」がまちづくりの方向性で示されている。 

これらを踏まえ、市街地再開発事業による大規模土地利用転換を推進し、地区の骨格を成す道路や地下鉄駅を結ぶ歩行者ネットワ

ークの整備など、交通結節機能の更なる強化を図るとともに、多様なニーズに対応する居住・滞在機能や、国際的な教育・医療・生

活支援・交流機能等の導入により、外国人にとっても暮らしやすい生活環境の整備を図る。 

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び

保
全
に
関
す
る
方
針

公共施設等

の整備の 

方針 

１ 道路ネットワークの整備方針 

（１）地区幹線道路 

周辺市街地の骨格となる道路ネットワークを形成するため、地区幹線道路を整備する。 

（２）地区内車路 

地区内で発生する交通を円滑に処理するため、地区内車路を整備する。 

２ 歩行者ネットワークの整備方針 

（１）歩行者通路 

地区内の回遊性を高め、安全・快適な歩行者空間を形成するため、坂道や階段などの地形の継承にも配慮しつつ、新たに整備

する地下鉄連絡通路、周囲の道路及び地区内の広場等をつなぐ歩行者通路を整備する。 

（２）歩道状空地 

快適で安全な歩行者空間を形成し、沿道のにぎわい形成にも寄与する、歩道状空地を整備する。 
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公共施設等

の整備の 

方針 

（３）区画道路 

地区内の回遊性を高めるため、坂道や階段などの地形の継承にも配慮しつつ、区画道路を整備する。 

３ 公園、広場等の整備方針 

（１）地下鉄連絡広場 

地下鉄神谷町駅と本地区を連絡する地下鉄連絡通路の整備に合わせて、地下鉄駅前としての快適な滞留空間を確保するととも

に、周辺市街地との結節機能を高めるシンボル空間を創出するため、地下鉄連絡広場を整備する。 

（２）広場 

居住者や来街者が憩い、交流する場として豊かな都市環境を形成し、歩行者ネットワークの結節空間となる広場を整備する。 

（３）公園 

既存の区立公園は、周辺からの視認性や利便性の向上を図るため、移設再整備する。 

（４）緑地 

地区固有の地形を継承するため、八幡神社の斜面地を緑地として保全する。 

建築物等の

整備の方針 

１ 国際性豊かな魅力ある複合市街地の形成を図るため、建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高限度を定める。 

２ 歩行者空間の拡充と連続的に調和した街並みを形成するため、建築物の壁面の位置の制限及び壁面後退区域における工作物の制

限を定める。 

３ 良好な街並み景観の形成を図るため、建築物等の色彩は、周辺環境との調和に配慮し、屋外広告物は、周辺環境との調和や建築

物等との一体性に配慮する。 

４ 神谷町駅前のにぎわいの創出と快適で安全な歩行環境を確保するため、Ｃ街区においては駐車場の集約配置を図る。 

再
開
発
等
促
進
区 

位  置 港区虎ノ門五丁目、麻布台一丁目及び六本木三丁目各地内 

面  積 約１０.９ｈａ 

土地利用に

関する 

基本方針 

土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進を図り、良好な生活環境を創出する国際性豊かな魅力ある複合市街地を形成す

るため、本地区をＡ街区、Ｂ街区、Ｃ街区、Ｄ街区及びＥ街区に区分し、土地利用に関する基本方針を以下のように定める。 

１ Ａ街区は、業務機能を中心に配置するとともに、国際教育機能や商業・居住機能等、多様な都市機能の複合化を図る。また、土

地の高度利用により、公共的な空間を確保し、にぎわいや活気を生み出す魅力ある市街地を形成する。 

２ Ｂ街区は、多様な住環境を備えた居住機能を配置するとともに、にぎわいを創出する商業施設や保育所、生活利便施設などの機

能を適切に配置し、良好な居住環境を創出する。 

３ Ｃ街区は、周辺地域との環境や連続性に配慮するため建築物の高さを中低層に抑えた市街地を形成する。また、地区幹線道路２

号沿道には商業機能を中心に配置し、楽しく歩ける魅力ある沿道空間を創出するとともに、居住機能や業務機能など多様な機能が

集積する魅力ある市街地を形成する。 

４ Ｄ街区は、既存の寺社等の機能を維持・継承する。 

５ Ｅ街区は、既存の公益機能を維持・継承する。 



再
開
発
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促
進
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主要な公共

施設の配置

及び規模 

種 類 名 称 幅 員 延 長 面 積 備 考 

道 路 

地区幹線道路１号 １２ｍ 約２５０ｍ ― 新 設 

地区幹線道路２号 
０.１～１２ｍ 

（全幅１２ｍ） 
約５２０ｍ ― 新設、一部拡幅 

その他の 

公共空地 

地下鉄連絡広場 ― ― 約１,０００㎡ 新設（地下） 

広場１号 ― ― 約６,０００㎡ 新 設 

地
区
整
備
計
画 

位  置 港区虎ノ門五丁目、麻布台一丁目及び六本木三丁目各地内 

面  積 約１０.９ha 

地区施設の

配置及び 

規模 

種 類 名 称 幅 員 延 長 面 積 備 考 

道 路 
区画道路１号 ２ｍ・４ｍ 約１００ｍ ― 一部拡幅 

区画道路２号 ３.７～５ｍ 約１００ｍ ― 既 設 

公 園 公 園 ― ― 約７７０㎡ 既設（移設再整備） 

その他の 

公共空地 

地区内車路 約７ｍ 約５１０ｍ ― 新 設 

歩行者通路１号 約６ｍ 約５００ｍ ― 
新設（地下、地上と接続する 

階段・昇降機等を含む。） 

歩行者通路２号 約４ｍ 約５０ｍ ― 新設（地下） 

歩行者通路３号 約３ｍ 約７０ｍ ― 新設（地上・一部デッキ） 

歩行者通路４号 約５ｍ 約２００ｍ ― 新設（地上・一部デッキ） 

歩行者通路５号 約４ｍ 約１７０ｍ ― 新設（区画道路１号に接続する支線を含む。） 

歩行者通路６号 約２.５ｍ 約２００ｍ ― 
新設（歩行者通路１号の階段・昇降機等を 

介して広場１号と接続する。） 

歩行者通路７号 約２.５ｍ 約２００ｍ ― 新設（歩行者通路８号と接続する。） 



地
区
整
備
計
画 

地区施設の

配置及び 

規模 

その他の 

公共空地 

歩行者通路８号 約３～５ｍ 約６０ｍ ― 既 設 

歩道状空地１号 約２ｍ 約３０ｍ ― 新 設 

歩道状空地２号 約２ｍ 約５０ｍ ― 新 設 

歩道状空地３号 約２ｍ 約１５０ｍ ― 新 設 

歩道状空地４号 約４ｍ 約１７０ｍ ― 新 設 

歩道状空地５号 約４ｍ 約３９０ｍ ― 新 設 

歩道状空地６号 約４ｍ 約１００ｍ ― 新 設 

歩道状空地７号 約２ｍ 約７０ｍ ― 新 設 

歩道状空地８号 約２ｍ 約４０ｍ ― 新 設 

歩道状空地９号 約４ｍ 約２４０ｍ ― 新 設 

歩道状空地１０号 約２ｍ 約１４０ｍ ― 新 設 

歩道状空地１１号 約２ｍ 約１４０ｍ ― 新 設 

歩道状空地１２号 約２ｍ 約７０ｍ ― 新 設 

緑 地 ― ― 約６００㎡ 既 設 

広場２号 ― ― 約９００㎡ 既 設 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区

の区

分 

名 称 Ａ街区 Ｂ－１街区 Ｂ－２街区 Ｃ－１街区 Ｃ－２街区 

面 積 約２.９ｈａ 約１.４ｈａ 約２.０ｈａ 約０.６ｈａ 約０.８ｈａ 

建築物等の 

用途の制限 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第５項に該当する営業の用に

供する建築物は、建築してはならない。 

建築物の容積率

の最高限度 
― 



地
区
整
備
計
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建
築
物
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に
関
す
る
事
項 

壁面の 

位置の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱は計画図に示す壁面線を越えて建築してはならない。ただし、次の各号の一に該当す

る建築物等についてはこの限りでない。 

１ 歩行者等の回遊性・安全性・利便性の向上及び環境保全（防音・プライバシー保護等）のために設ける人工地盤、歩

行者デッキ、階段、エスカレーター、エレベーター等及びこれらに設置される屋根、柱、壁、その他これらに類するも

の 

２ 歩行者等の快適性及び安全性を高めるために設けるひさし、落下防止柵、防球・プライバシー保護等のために設ける

塀等（パネル・フェンス・ネット・腰壁等を含む。）及びこれらに設置される屋根、柱、その他これらに類するもの 

３ 建築物の出入口の上部に位置するひさしの部分 

４ 煙突、給排気施設の部分 

５ 地下鉄駅出入口施設並びに公益上必要な建築物及びこれらに付属する管理上必要な塀、その他これらに類するもの 

壁面後退区域に 

おける工作物の 

設置の制限 

壁面後退部分には、垣、柵、広告物、看板その他これらに類する歩行者の通行の妨げとなるような工作物を設置しては

ならない。ただし、次の各号の一に該当する場合はこの限りでない。 

１ 花壇、植栽、パブリックアート等 

２ にぎわい創出に資するオープンカフェ等の運営上必要で撤去可能なテーブル・椅子等 

３ 建築物の保安及び安全・管理上やむを得ない塀、擁壁、その他これらに類するもの 

４ 歩行者等の快適・安全性の向上及び環境保全（防音・プライバシー保護等）、防球等のために設ける塀等（パネル・

フェンス・ネット・腰壁等を含む。）及びこれらに設置される柱、その他これらに類するもの 

建築物の形態又

は色彩その他の 

意匠の制限 

１ 建築物等の色彩は、周辺環境との調和に配慮した意匠とする。 

２ 屋外広告物は、周辺環境との調和や建築物との一体性に配慮した意匠とする。 

地区

の区

分 

名 称 Ｃ－３街区 Ｃ－４街区 Ｄ－１街区 Ｄ－２街区 Ｄ－３街区 Ｅ街区 

面 積 約０.２ｈａ 約０.２ｈａ 約０.５ｈａ 約０.１ｈａ 約１.３ｈａ 約０.９ｈａ 

建築物等の 

用途の制限 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第５項に該当する営業の用に

供する建築物は、建築してはならない。 

建築物の容積率

の最高限度 
― １０分の４５ １０分の７０ １０分の４３ ― 
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壁面の 

位置の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱は計画図に示す壁面線を越えて建築してはならない。ただし、次の各号の一に該当す

る建築物等についてはこの限りでない。 

１ 歩行者等の回遊性・安全性・利便性の向上及び環境保全（防音・プライバシー保護等）のために設ける人工地盤、歩

行者デッキ、階段、エスカレーター、エレベーター等及びこれらに設置される屋根、柱、壁、その他これらに類するも

の 

２ 歩行者等の快適性及び安全性を高めるために設けるひさし、落下防止柵、防球・プライバシー保護等のために設ける

塀等（パネル・フェンス・ネット・腰壁等を含む。）及びこれらに設置される屋根、柱、その他これらに類するもの 

３ 建築物の出入口の上部に位置するひさしの部分 

４ 煙突、給排気施設の部分 

５ 地下鉄駅出入口施設並びに公益上必要な建築物及びこれらに付属する管理上必要な塀、その他これらに類するもの 

壁面後退区域に 

おける工作物の 

設置の制限 

壁面後退部分には、垣、柵、広告物、看板その他これらに類する歩行者の通行の妨げとなるような工作物を設置しては

ならない。ただし、次の各号の一に該当する場合はこの限りでない。 

１ 花壇、植栽、パブリックアート等 

２ にぎわい創出に資するオープンカフェ等の運営上必要で撤去可能なテーブル・椅子等 

３ 建築物の保安及び安全・管理上やむを得ない塀、擁壁、その他これらに類するもの 

４ 歩行者等の快適・安全性の向上及び環境保全（防音・プライバシー保護等）、防球等のために設ける塀等（パネル・

フェンス・ネット・腰壁等を含む。）及びこれらに設置される柱、その他これらに類するもの 

建築物の形態又

は色彩その他の 

意匠の制限 

１ 建築物等の色彩は、周辺環境との調和に配慮した意匠とする。 

２ 屋外広告物は、周辺環境との調和や建築物との一体性に配慮した意匠とする。 

 
１ 建築物の容積率の最高限度には、建築基準法第５２条第１４項第１号に基づく東京都容積率の許可に関する取扱基準（平成１６年３月４日１５都市

建市第２８２号）Ⅱ３（１）（２）（３）の用途に供する部分を除くことができる。 

２ 虎ノ門・麻布台地区地区計画に記載なき事項は、都市再生特別地区（虎ノ門・麻布台地区）において定めた内容による。 

 

「地区計画の区域、再開発等促進区の区域、地区整備計画の区域、地区の区分、主要な公共施設の配置、地区施設の配置及び壁面の位置の制限は、計画

図に示すとおり」 

 

理 由 ： 国家戦略特別区域の指定に伴い、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、計画的複合市街地の形成を図るため、地区計

画を決定する。  









国家戦略都市計画建築物等整備事業を定める理由書  

 

１  種 類 ・ 名 称  

東 京 都 市 計 画 地 区 計 画  虎 ノ 門 ・ 麻 布 台 地 区 地 区 計 画  

 

２  理 由  

国 家 戦 略 特 別 区 域 に 関 す る 区 域 方 針 で は 、 東 京 圏 の 目 標 と し

て 、 ２ ０ ２ ０ 年 開 催 の 東 京 オ リ ン ピ ッ ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク も 視

野 に 、 世 界 で 一 番 ビ ジ ネ ス の し や す い 環 境 を 整 備 す る こ と に よ

り 、 世 界 か ら 資 金 ・ 人 材 ・ 企 業 等 を 集 め る 国 際 的 ビ ジ ネ ス 拠 点

を 形 成 す る と と も に 、 近 未 来 技 術 の 実 証 や 創 薬 分 野 等 に お け る

起 業 ・ イ ノ ベ ー シ ョ ン を 通 じ 、 国 際 競 争 力 の あ る 新 事 業 を 創 出

す る こ と と さ れ て い る 。  

ま た 、 本 地 区 は 、 特 定 都 市 再 生 緊 急 整 備 地 域 の 「 東 京 都 心 ・

臨 海 地 域 （ 環 状 二 号 線 新 橋 周 辺 ・ 赤 坂 ・ 六 本 木 ） 」 に 位 置 し 、

地 域 整 備 方 針 で は 、 中 央 官 庁 街 に 近 接 し 、 大 使 館 等 が 数 多 く 立

地 す る 地 域 に お い て 、 環 状 ２ 号 線 の 整 備 と そ の 沿 道 土 地 利 用 の

促 進 を 図 る と と も に 、 国 際 金 融 ・ 業 務 ・ 商 業 ・ 文 化 ・ 交 流 機 能

や 生 活 ・ 業 務 支 援 機 能 な ど 多 様 な 機 能 を 備 え た に ぎ わ い に あ ふ

れ た 国 際 性 豊 か な 交 流 ゾ ー ン を 形 成 し て い く こ と と さ れ て い る 。  

さ ら に 、 「 六 本 木 ・ 虎 ノ 門 地 区 ま ち づ く り ガ イ ド ラ イ ン （ 平

成 ２ ４ 年 １ ２ 月 ） 」 で は 、 住 み 続 け ら れ る 居 住 環 境 の 整 備 と と

も に 、 に ぎ わ い や 活 気 を 生 み 出 す 業 務 ・ 商 業 施 設 の 整 備 に よ り 、

魅 力 的 な 市 街 地 を 形 成 し て い く こ と と さ れ て い る 。  

こ れ ら の 計 画 を 踏 ま え 、 面 積 約 １ ０ ． ９ ヘ ク タ ー ル の 区 域 に

お い て 、 土 地 の 合 理 的 か つ 健 全 な 高 度 利 用 と 都 市 機 能 の 更 新 を

図 り 、 計 画 的 複 合 市 街 地 を 形 成 す る た め 、 地 区 計 画 の 決 定 に 関

し 、 国 家 戦 略 都 市 計 画 建 築 物 等 整 備 事 業 を 定 め る も の で あ る 。  




